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《 覚 書 》

自己盗用/自己剽窃技法の検討
―吉田正生氏の二論文の重複記述に着目して―

向野 正弘

はじめに

ITの発達に伴って、様々な論文作成技法が模索され、旧来はそれほど問題にならなかった不正な技法も

開発され、それに伴って研究倫理のあり方が問われるようになった。「ねかと」（捏造・改竄・盗用＝rese

rch misconduct）の中で、文系の場合は、盗用が問題となる場合が多い。盗用の中に自己盗用／自己剽窃

と呼ばれるものがある。評者は、基本的に理解しているつもりであった。しかし実際にそうした技法に直

面すると、どのような問題があるのかを明確に指摘しかねるもどかしさを感じた。そこで、再度、自己盗

用／自己剽窃に関する諸氏の見解を確認し、その上で吉田正生氏の二論文の重複記述を確認して、問題点

を考えてみたい。

１．自己盗用／自己剽窃の問題点と判別―インターネット上の論説より―

一般論として、自己盗用／自己剽窃にはどのような問題点があると考えられているだろうか。インター

ネット上の論説より検討を加えておこう 1。まず白楽ロックビル（林正男）「2‐2 盗用のすべて」2 は、

主要な「罰せられる」可能性のある盗用を九つに分類する。以下、重要と考える箇所をゴシック・下線で

強調した（以下、「対照表」以外においては、重要と思われる箇所を同様にしている）

１．逐語盗用（コピペ：verbal plagiarism、direct plagiarism、copy and paste、word-for-word plagiarism、

原典提示なし）

２．全文盗用（原典提示なし）

３．言い換え盗用（paraphrase plagiarism、paraphrasing plagiarism）＝加工盗用（ロゲッティング：rogetin

g）（原典提示なし）

４．モザイク盗用（mosaic plagiarism、原典提示なし）

５．曖昧盗用（ポーン・サクリファイス pawn sacrifice、捨て駒盗用、原典提示あり）

６．研究室内盗用（intra-institutional plagiarism）

７．翻訳盗用（translation plagiarism、原典提示なし）

８．要約盗用（compression plagiarism、原典提示なし）

９．知的盗用（intellectual plagiarism）

そして、「「罰せられる盗用」ではない場合がある」ものの筆頭に「自己盗用」を掲げ、

10．自己盗用（self-plagiarism、原典提示なし）［規則違反ではない？］：逐語盗用や言い換え盗用の１つのケー

スで、既に発表した自分の文章、研究結果を、原典を示さず他の出版物に発表する。→自己盗用は規則がバラバ

ラなので、2章で詳細に説明する。

と説明し、上記の１と３の「１つのケース」とする。ただし６と９を除いた７つの要素が絡み合うとみる

べきであろう。この白楽氏の指摘で気づいたのは、５を除いて「原典提示なし」で、５は「原典提示あり」

ではあるが「捨て駒」であって役に立たないようになっているということである。

ついで、Christine Lee「自己剽窃と引用の間違いが論文投稿でもたらす影響とは」
3
は、

さらに、自己盗用・自己剽窃は倫理的な問題であるばかりでなく、他の学術誌の著作権を侵害し、法的な問題に

もなり得ます。

と述べる。まず「倫理的な問題」であり、その上に著作権の侵害という問題があるとする。こうした問題

を避けるために、
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だから、研究者は自分の論文がオリジナルの成果となるよう常に気を配る必要があります。たとえ自分の過去の

研究であっても、それを「初めての成果」として再利用してはならないのです。

と述べる。ここで「自分の過去の研究」を「「初めての成果」として再利用してはならない」ということ

は、別の言い方をすれば、「自分の過去の研究」であっても「初めての成果」でないことを明示すれば再

利用することができるということになろう。

そして「自己盗用・自己剽窃には次のような行為が含まれます」として、

・過去の研究成果を使用すること（テキストのリサイクル）

・ひとつの研究成果を、同分野の複数の学術誌に投稿すること（二重投稿・二重出版）

・ひとつの研究成果を分割して複数の出版物にすること（「サラミ出版」）

・過去に出版された研究内容を、適切な引用をせずに別の論文に加えて投稿すること（増補出版）

・著作権の侵害

の５点を掲げる。「著作権の侵害」は結果としてもたらされることであるから、「テキストのリサイクル」

「二重投稿・二重出版」「サラミ出版」「増補出版」の４点ということになる。

評者の見るところでは、「二重投稿・二重出版」は、境界線上の課題を含むとしても、該当すれば明確

な論文不正である。「サラミ出版」「増補出版」は、判定に悩むだろうと思う。文系領域において「テキス

トのリサイクル」つまりテキスト・リサイクリングは、さらに悩ましい問題とみる。

自己盗用／自己剽窃を機械的に論文不正と見做す論者はいないと思う
4
。Christine Lee氏は、自己盗

用／自己剽窃を避けるための対策として、

では、自己盗用・自己剽窃を避けるにはどうすればよいのでしょうか？ 自分の論文のすべての箇所がオリジナル

であることを確認しましょう。もし、自分の過去の研究を元に新たなアイデアをつくりあげるのであれば、過去

の論文を適切に引用しましょう。

と述べる。つまり自己盗用／自己剽窃の判断基準は、適切に引用しているか、していないかの違い、とい

うことになろう。

またJKH「自己剽窃：自分の執筆文書なら再使用できるの？」
5
の紹介するアメリカのBioMed Central

・出版倫理委員会の策定したガイドラインは、「（自己文書の）再生利用が承認される場合」として、

（１）必ずその箇所が論文や学術文書で必要な場合

（２）文書内で、過去の文書の引用を明確に表示している場合。

の二点を挙げる。この内（１）は、認識の違いという問題があり、既発表論文の妥当性を問うには難しい

と思う。対して（２）は明確である。したがって、先の白楽氏・Christine Lee氏の指摘と合わせて見れ

ば、自己盗用／自己剽窃の判定には、「引用」「原典提示」の有無を押さえることから始めて、その上で質

を問うべきと思う。

２．二論文の関連性について

評者は、別評において、吉田正生氏の論文に関する、違和感を覚えることを指摘し、その理由を探った 6。

調べていて、他にも違和感のある論文があることに気付いた。今回取り上げる次の二篇の論文である。

吉田正生「中学校社会科歴史教科書における「日本画」関係記述の改変―「国民国家」観の拡大と「伝統・文化

の担い手」育成をめざして―」（文教大学教育学部『教育学部紀要』51、2017.12、以下「日本画関係記述：2017.

12」あるいはＡと略称する）

吉田正生「授業書「明治政府の国づくり・国民づくり」の開発―美術・音楽政策を組み込んで―」（全国社会科教

育学会『社会科研究』88、2018.3、以下「授業書の開発：2018.3」あるいはＢと略称する）

この二篇の論文は、近い時期に発表されており、本来一続きの論文であったと思われる。評者は、「授業
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書の開発：2018.3」について批評を加えたことがあり
7
、その時には気付かなかったが自己盗用／自己剽

窃と思われる箇所を含んでいる。今回はその点を取り上げて、検討を加えることとしたい
8
。

まずこの二論文は、ほぼ同時期に入稿・投稿されたものと見られる。全国社会科教育学会『社会科研究』

は11月と３月に刊行。４月１日および９月１日を原稿締切日としている。つまり３月刊行の号は９月１日

を締め切りとしていると考えられる。一方文教大学教育学部『教育学部紀要』は、年刊であり、正確な締

め切りはわからなかったが、夏休み空け前に締め切ることはないと推測される。そうすると、両論文は並

行して執筆され、投稿・入稿されたものとみられる。

二論文の構成は以下のようである。なお、重複する箇所はゴシック体とし、言い換えの箇所は 下線。

その他、注目する箇所は 下線とする。以下同じである。

「授業書の開発：2018.3」（Ｂ） 「日本画関係記述：2017.12」（Ａ）

Ⅰ 問題の所在 Ⅰ 問題の所在

Ⅱ 先行教育実践の問題点 Ⅱ アンケート及びその分析結果について

（１）明治国家を取り上げた授業プランについて Ⅲ 中学校社会科歴史教科書にみられる「日本画」記

述について

（２）「日本画」関係教科書記述について （１）教科書記述研究について

（２）「物語論」に基づく分析枠組とその改変

（３）分析結果と考察

① 分析枠組活用の実際

② 分析結果について

1)岡倉天心に関する教科書記述について Ａ 岡倉天心（1862 ～1913）の場合

2)フェノロサに関する教科書記述について Ｂ フェノロサ（1853 ～1908）の場合

3)「日本画」について ②－２ アクターの活動への意義付与―「叙述記述」

Ⅲ 授業書「明治政府に学んで，国づくり！」 を手がかりに―

(1)「授業書」作成の基本方針について Ａ 「意義付与」判定の仕方

(2)指導プラン Ｂ フェノロサ・天心の活動についての意義付与

Ｃ 意義付与がなされていない記述の問題点］

②－３ 教科書記述案

Ａ 記述案

Ｂ 記述案について

Ⅳ 成果と課題 Ⅳ 成果と今後の課題

二つの論文の構成を整理して一つに統合すると、

１ 問題の所在→ＡＢ

２ アンケート及びその分析結果について→Ａ

３ 先行教育実践の問題点→Ｂ

４ 中学校社会科歴史教科書にみられる「日本画」記述について→Ａ

５ 授業書「明治政府に学んで，国づくり！」→Ｂ

６ 成果と（今後の）課題→ＡＢ

となる。つまり一つの論文としてみると、前半・後半というように二分割したのではなく、交互に分割し

ているとみられる 9。この二本の論文の関連性は、きちんと明示されていない。なおそのことが直ちに研

究不正だということを意味しない 10。

３．二論文は本来一本の論文だったと考える根拠

二論文は、本来一本の論文だった考える最大の論拠は、「成果と（今後の）課題」の部分である。

「授業書の開発：2018.3」（Ｂ） 「日本画関係記述：2017.12」（Ａ）

〔１〕Ⅳ．成果と課題 〔１〕Ⅳ 成果と今後の課題

ここまでで明らかになったように，中学校社会科歴

史教科書には歴史社会学的な美術史の成果が十分に反

映されていない．アンダーソンの「想像の共同体」の

登場以降芸術・伝統の在り様や変容が国民や国家の形
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成と関連させて論述されるようになった．日本の美術

史では北沢憲昭が「眼の神殿』（ブリュッケ，2010年）

で，また佐藤道信が「〈日本美術〉誕生』（講談社，199

6年）でそうした仕事を行っている．

唱歌（音楽）については，奥中康人の『国家と音楽

：伊澤修二がめざした日本近代』（春秋社，2008年）な

どがある．美術・音楽・文学など文化史叙述，特に近

代のそれは，そうした成果を踏まえて作り直す必要が

ある．本稿では，一部ではあるがそれを具体的に示し

た．

また，本稿ではさらに，”社会科はソーシャリゼーシ

ョンのための教科だ”という立場に立ち，この観点か

らも教科書記述の分析と代案提示を行った．教科書記

述をソーシャリゼーションに資するものとするために

は，次の契機が欠かせない：

・アクター：ソーシャリゼーションに必要な実践的知

識の習得という観点から，アクターを取り上げ，その

人格・外観的属性のみならず社会階層的属性を書き込

むこと

・意義付与：ある人物が何をしたという記述にとどめ

ず，それによって何が生じたのか・変わったのかとい

う意義付与の記述を，叙述記述に盛り込むこと．しか

もそれは政治や経済の動きと絡めたものであること

この二契機によって，子どもたちに”どのような社

会的地位にある者が何をなし得るか”を考える力を育

成することが可能となる．

本研究に残された課題は多い．だが，今は次の三つの

ことを課題として示したい．

一つは喫緊の課題である．それは「日本画」の誕生

を洋画派の動きと絡めて記述すること．そうしてこそ，

日本に新しい「文化」を生み出すために，伝統と新来

のものとをどう扱うべきか，子どもたちにより深く考

えさせることができるのである．

〔２〕 本論では美術史家などの成果に拠り， 「授 〔２〕 二つ目は，ここに示した教科書記述に変え，「授

業書」を提示した。 業書」を作成することである．

本稿で代案として示したものは，教科書記述として

は余りに長い．したがって，実現可能性がないのであ

る．そこで，本稿で示したものを発展させて，明治維

新単元のなかの「文化政策」中単元のための授業書を

作成した方が，教育実践に資するところが大きいであ

ろう．

それは板倉のものとは異なり，社会問題解決のための

「行為」を考えさせ，それを他者の批判に曝すことに

よって発案者に自己のアイデアを省察させ，さらに他

者の批判を歴史上の先人が行ったことと照合させるこ

とによりそれをも省察させようとするものである。こ

うした方法により，「授業書」作りにおいて板倉の拓い

た道とは別の道を拓いた。これが成果である。しかし，

これが真に有効なものか，今後検証する必要がある。

〔３〕 最後に，今一つ大きな課題について述べよう。 〔３〕 三つ目は，大きすぎてすぐには達成できない

ものであるが，長い時間をかけて複数の人間で取り組

それは一言でいえば，明治時代以外 むべきことである．それは，各時代の社会科日本文化

についても「授業書」を開発することである。 史の授業 を開発することである．

以下，敷衍しよう。 以下，敷衍しよう．

〔４〕 本論はより広い視野で見れば，日本文化史を 〔４〕 本論はより広い視野で見れば，日本文化史を

社会科歴史としてどう授業化したらよいかという課題 社会科歴史としてどう授業化したらよいかという課題

に取り組んだものである。すなわち，本論では明治時 に取り組んだものである．すなわち，本論では，明治

代を近代国民国家形成 期として捉え，そこに美術や 時代を近代国民国家形成時期として捉え，そこに美術

音楽といった芸術・文化を位置づけて単元 を や音楽といった芸術・文化を位置付けて教科書記述を
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どのように構成すべきかを示したのである。この時の どのように構成すべきかを示した． この時

基本的立場は，社会科では或る時代の社会構成体が生 の基本的立場は，社会科では或る時代の社会構成体が

存・発展を賭けている課題と関連させて文化や芸術を 生存・発展を賭けている課題と関連させて文化や芸術

取り上げるべきだというものである。 換言すれば社 を取り上げるべきだというものである．端的に言えば

会科文化史は，単なる文化史としてではなく，歴史社 社会科文化史は，単なる文化史としてではなく，歴史

会学的な観点から内容選択すべきだと論じたのである。 社会学的な観点から内容選択されるべきだと論じたの

である．

〔５〕他の時代の場合，こうした観点から 〔５〕 こうした観点から授業を開発した

単元構成をするとどのようなものができるの ときに，単元構成はどのようなものになる の

か，これを具体的に示す必要がある。 か，これを具体的に示す必要がある．

〔６〕 〔６〕 社会科が拠るべき社会科学として何を採るべ

中学校の社会科 きかについて筆者と立場を異にするが，中学校の社会

文化史学習を単に当時の文化の特徴 科文化史学習を単に 文化の特徴（他の時代との比

やその担い手・作品などを鑑 較他文化からの影響など）やその担い手・作品などを

賞的・讃歎的に学ぶだけのものから脱却させなくては 鑑賞的・讃歎的に学ぶだけのものにすべきでないとい

いけないとする点で， 筆者と立場を同じくする う点では 立場を同じくする

者に黒羽清隆がいる。 者に黒羽清隆がいる．

〔７〕黒羽は今から50年以上も前に，およそ次のよう 〔７〕黒羽は今から50年以上も前に，およそ次のよう

に論じた 現行（昭和34年度版学習指導要領下）の社 に論じた32）「現行（昭和34年度版学習指導要領下）の

会科歴史教科書では 社会科歴史教科書における日本文化史の記述スタイル

「明るくゆたかな気風の天平文化』とか『伝統にと のなかに，「明るくゆたかな気風の天平文化』とか「伝

らわれない自由ではなやかな元禄文化』といった観念 統にとらわれない自由ではなやかな元禄文化』とかい

表象が多い」が，これでは文化史学習が社会科学的な う観念表象が多い」が，これでは 社会科

ものにならない。 学的な学習にはなり得ない．

たとえば「文化史的・芸術史的な個性とその母体と たとえば「文化史的・芸術史的な個性とその母体と

なる共同体社会との関連」という視点を取り入れるべ なる共同体社会との関連」という視点を取り入れるべ

きである。そのようにすると，たとえば芭蕉の取り上 きである．そのようにすると，たとえば芭蕉の取り上

げ方も違ってくる。「蕉風連句のゆたかな世界は，松尾 げ方も違ってくる．「蕉風連句のゆたかな世界は，松尾

芭蕉の旅のゆくさきざきに形成されていた風雅の共同 芭蕉の旅のゆくさきざきに形成されていた風雅の共同

体をぬきにしては社会科的にとらえられない２°）」。 体をぬきにしては社会科的にとらえられない」からで

ある．

〔８〕 現行の教科書においても依然として 〔８〕 現行の教科書は「観念表象」がずいぶん取り

「母体となる共同体社 除かれている．しかしそれでも，「母体となる共同体社

会との関連」は書き込まれていない。 会との関連」は書き込まれていない．

〔９〕 〔９〕明治時代については，本論Ⅲ章においてそれを

示した．

他の時代についても，「母体となる共同体社会との関

連」が書き込まれていない，ということがやはり言え

るのである．

〔10〕たとえば，教育出版社の 〔10〕たとえば，教育出版社の教科書（平成23年度版）

松尾芭蕉の記述は次のようになっている一一 の松尾芭蕉の記述は次のようになっている33）

「松尾芭蕉は，俳譜（俳句）を和歌と対等の芸術に高 「松尾芭蕉は，俳譜（俳句）を和歌と対等の芸術に高

め，東北地方などへの旅をもとに「奥の細道』を書き め，東北地方などへの旅をもとに「奥の細道』を書き

ました」（平成23年度版，p.114；但し，フリガナを削 ました」．

除）。この記述からは「風雅の共同体」は浮かび上がっ この記述からは，「風雅の共同体」は浮かび上がっ

て来ない。 て来ない．

黒羽は，どうしたら各時代の社会科文化史を作れる 黒羽は，どうしたら各時代の社会科文化史を作れる

かについて示唆を遺している。 これを かについて示唆を遺している．こうした先人の業績を

参考にして，他 の時代についても 参考にして，明治期以外の時代についても，社会科文

「授業書」開発を 進めていくこと，これが 化史の 授業書 開発をさらに進めていくこと，これ

今後の大きな課題である。 が筆者の大きな課題である．

Ｂから見て、〔１〕〔２〕は、独自の記述である。Ｂから見て、〔３〕は、かなり言い換えてるが基本的
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にＡを元とした記述である。Ｂから見て、〔４〕〔５〕〔６〕〔７〕〔８〕〔10〕は、若干言い換えているがほ

ぼＡを元とした記述である。Ａの〔９〕は、Ｂに見えない記述である。

注目すべき点を検討していこう。まずＡ〔１〕において、

日本の美術史では北沢憲昭が『眼の神殿』（ブリュッケ，2010年）で，また佐藤道信が『〈日本美術〉誕生』（講談

社，1996年）でそうした仕事を行っている．

と記しているのは、これまでに論及されていないので、「成果」を記す箇所の記述としては意外感がある。

しかし、Ａ論文には北沢憲昭の『眼の神殿』に関する丁寧な記述がある
11
。

ついで注目するのは、Ａ〔２〕において、

二つ目は，ここに示した教科書記述に変え，「授業書」を作成することである．

と記していることである。ここで「授業書」の作成を示唆しているが、この論文自体、本来「授業書」の

作成を企図したもので、このときすでに「授業書の開発：2018.3」はできているのである
12
。

〔７〕以下の黒羽清隆氏に関する記述はわかりずらい。Ｂにおいて「現行の教科書においても依然とし

て「母体となる共同体社会との関連」は書き込まれていない」という。そういう議論をしてきていないの

ではないか。しかしＡ〔９〕をみると、

明治時代については，本論Ⅲ章においてそれを示した．

とあり、ＡのⅢ章を見ればわかるということのようである。ところが「Ⅲ 中学校社会科歴史教科書にみ
られる「日本画」記述について」は、pp.29-38、つまり10頁ほどあって、どこを指し示しているのかわか
らない。語句を検索しても「共同体」の語は確認できない。
再度Ｂにおいて「共同体」の語を確認すると、北沢憲昭『眼の神殿』の引用中に

これに対する北澤の答えは明快である。「維新に至るまでそれぞれの共同体に割拠し，またそれぞれの身分にあま

んじてきた民心を一つに統合して，維新＝明治の指導者たちが，幻想共同体としての国民国家を形成＝虚構して

いったように，『日本画』（それはまた当時から『国画』とも呼ばれていた）も，それから「日本美術』も政治的

につくりだされていったのだ12）」。

とある。これによって、吉田氏の「母体となる共同体社会」云々が「国民国家」の事らしいと理解される

のである 13。

以上、煩瑣な考察となったが、「成果と（今後の）課題」の部分は、本来一つの論文に対して記された

ものを二つに分割したことによって、微妙な違和感を残す内容となったもものと推察する。

４．岡倉天心とフェノロサに関する二論文の重複

Ｂ論文のⅢ（２）の「1)岡倉天心に関する教科書記述について」「2)フェノロサに関する教科書記述に

ついて」の箇所は、Ａ論文のⅢ（３）「② 分析結果について」の「Ａ 岡倉天心（1862 ～1913）の場合」

「Ｂ フェノロサ（1853 ～1908）の場合」を用いて記されている可能性が強い。以下、比較を示そう。

まず岡倉天心に関する記述は以下のようである。

「授業書の開発：2018.3」（Ｂ） 「日本画関係記述：2017.12」（Ａ）

〔１〕１）岡倉天心に関する教科書記述について 〔１〕Ａ岡倉天心（1862～1913）の場合

岡倉天心が文部官僚であったことを示しているのは， 岡倉天心に属性を与えているのは，日本文教出版社と

７社中１社のみであり，他の６社では天心の社会的地 帝国書院の２社である25）．本論の立場からすると，天

位についての言及はない。 心に属性を付与していない，あるいは付与していても

帝国書院のような「フェノロサに学んだ」という「人

格・外観的描写」では問題がある．岡倉天心の伝統美

術の保護と改革・発展のための仕事が，途中までは文

部官僚という立場に立って行われたものであることを

生徒に認識させにくいからである．
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〔２〕 岡倉天心（1862～1913）は明治13年７月に東 〔２〕 岡倉天心 は明治13年７月に東

京大学を卒業し，９月に文部省に入った。当時，文部 京大学を卒業し，９月に文部省に入った．当時，文部

省で実権を握っていたのは，同年２月から文部少輔と 省で実権を握っていたのは，同年２月から文部少輔と

なっていた九鬼隆一（1852～1931）であり，「九鬼の文 なっていた九鬼隆一（1852～1931）である．「九鬼の文

部省」と言われる時代が明治13年～17年頃まで続いた 部省」と言われる時代が明治 17年頃まで続いた2

６）。天心の日本美術復興の活動は，九鬼の下で職務と 6）．

して行われたものである。

〔３〕 〔３〕 九鬼は前々から伝統美術に興味を持っていた

が，明治11年５月１日からパリで始まる万国博覧会に

行き，明治12年５月８日に帰国した．約１年かけて，

欧米の「教育・美術・殖産」の実態を観てきたのであ

る．これによって，九鬼は「新しい時代における古美

術保存，美術の振興に大きな関心をよせ27）」，文部省

が今後，美術行政をどう進めるべきか一層深く考える

ようになった．現に明治13年に龍池会という伝統美術

保護運動を行っている団体に部下の浜尾新（1849～192

5）と共に入り，明治16年には副会長になる．

この九鬼と浜尾によって，天心は入省時に配属され

た音楽掛から美術行政部門に回されたのである．浜尾

が個性の強い伊澤の下で天心を働かせることを心配し

たのではないかという研究者もいる．浜尾は，天心が

開成学校の学生だったときから目をかけていたと言わ

れている．

明治13年７月．卒業を目前にした天心は，フェノロ

サの通訳として奈良の法隆寺，唐招提寺，京都の東福

寺，大徳寺などを訪れた．通訳を務めるうちに，天心

はフェノロサから美術の話をいろいろ聞かされたであ

ろう．したがって，帝国書院のように「フェノロサか

ら学んだ」としても間違いではない．しかし，天心が

学生としてフェノロサから正式に学んだのは，哲学・

政治学などで，美学や美術史は正式には学んでいない．

したがって，帝国書院の記述は，誤りではないが精確

なものではない．また，「制度論」的な認識に発展させ

ることも難しい．

〔４〕 天心は，明治17年に法隆寺の秘仏をフェノロ 〔４〕 天心は，明治17年に法隆寺の秘仏をフェノロ

サやビゲローとともに開扉させるが，それは文部省の サやビゲローとともに開扉させるが，それは文部省の

美術行政の一環として行ったものである。一介の青年 美術行政の一環として行ったことである．一介の青年

が，僧侶たちの反対を押し切って秘仏を開扉させるこ が，僧侶たちの反対を押し切って，秘仏を開扉させる

となど出来るはずがないのである。 ことなど出来るはずがないのである．

また天心は，明治17年，それまでの鉛筆画による美 また天心は，明治17年，それまでの鉛筆画による美

術教育を毛筆画教育に切り替えるが，これも文部官僚 術教育を毛筆画教育に切り替えるが，これも文部官僚

として行ったことであり，明治20年 設立の東京美 として行ったことであり，明治22年２月開校の東京美

術学校のカリキュラムを伝統画（＝「日本画」）中心に 術学校のカリキュラムを伝統画（＝「日本画」）中心に

したのも，文部官僚としての仕事である。 したのも，文部官僚としての仕事である．

天心の文部官僚としての伝統美術復興・発展のため 天心の文部官僚としての伝統美術 発展のため

の活動は，明治31年３月，東京美術学校の校長職を退 の活動は，明治31年３月，東京美術学校の校長職を退

くまで続く。 くまで続く．

したがって，日本文教出版社の教科書に見られる「文 したがって， 「文

部省の職員であった岡倉天心」（p.171）と 部省の職員であった岡倉天心」としている日本文教出

いう記述は 版社の記述は，天心がどういう社会的地位にあって伝

統美術のための活動をしたのかを伝え得るものとして，

瞠目されるべきものである。 瞠目されるべきものなのである．

〔５〕 〔５〕 明治31（1898）年，スキャンダル等のため，

東京美術学校を去った天心は，彼に殉ずるかたちで東

京美術学校の教授職をなげうった橋本雅邦，横山大観，

下村観山，菱田春草らと日本美術院を興す．これは，

政府からいかなる援助も受けていない私立の機関であ

り，NPO法人のようなものである．したがって，天心は
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このときから官僚ではないアクターとして活動を開始

したことになる．

〔６〕 こうした記述がない限り，天心の事績は総て 〔６〕だが，これに言及している教科書記述はない．

その個人的力量によるかのごとく捉えられてしまいか 教科書は天心の伝記ではないから，ここまでは書き

ねず， 込めないにしても，彼が文部官僚として伝統美術の復

興と発展に取り組んだということは最低限書くべきで

政府が国策として伝統美術の復 ある．さもなければ，政府が国策として伝統美術の復

興に力を入れていた ことを生徒に伝えられない 興に力を入れていたということを生徒に伝えられない

であろう。 のである．

Ｂから見て、〔１〕は、一見独自の記述のように見えるが、わかりづらい内容を明確にして圧縮したも

のとしてよいと思う。Ｂから見て、〔６〕は、一定程度言い換えて圧縮している。基本的にＡを元として

いる記述である。Ｂから見て、〔２〕〔４〕は、若干言い換えてるがほぼＡを元としている記述である。Ａ

の〔３〕〔５〕は、Ｂに見えない記述である。全体的に見て、Ｂの記述は、Ａの記述を圧縮して、整えた

ものとして良いと思う。

ついでフェノロサに関する記述は以下のようである。

「授業書の開発：2018.3」（Ｂ） 「日本画関係記述：2017.12」（Ａ）

〔１〕２）フェノロサに関する教科書記述について 〔１〕

フェノロサの場合， Ｂフェノロサ（1853～1908）の場合

さて，フェノロサに関する記述はどうであろうか．

天心に関する描写記述が２社に限られているのに対し，

フェノロサの場合は全８社に見られる．

これらのうち，社会階層的属性を与えているものは

「東京大学の外国人教師」としてい ７社である．「東京大学の外国人教師」 が

るのが１社， 「アメリカ人教師」と ２社（扶桑社，育鵬社），「アメリカ人教師」

しているのが１社，「文部省の職員」・「ボストン美術館 が１社（自由社），

東洋部長」としているのが１社である。他の４社は単 「アメ

に「アメリカ人」としている。 リカ人」が４社（東京書籍，帝国書院，日本文教出版，

清水書院）である．

日本文教出版社は，このほかに「文部省の職員」，「ボ

ストン美術館東洋部長」という属性も示している．

〔２〕 天心に比べれば，フェノロサに関する記述の 〔２〕 他方，「人格・外観的描写」による属性を与え

方が国家の美術行政に子どもたちの目を向けやすいも ているものは５社（扶桑社，育鵬社，自由社，帝国書

のが多いが，全社の記述がそうなっているわけではな 院日本文教出版）である．それは”日本美術に感動し

い。また，「東京大学の外国人教師」ましてや「アメリ た乃至は関心を持った”というもの（扶桑社，自由社，

カ人教師」だけでは，「お雇い外国人」との違いが分か 帝国書院，日本文教出版社），あるいは「日本の伝統的

りにくく，「お雇い外国人」というフェノロサの社会的 な美を再発見しようとした」（育鵬社）というものであ

属性を正確に理解させるためには，教師による補足説 る．

明が必要である。

フェノロサと政府の美術行政との関わりについて， これらに問題はないのだろうか．山口静一などフェ

美術史学者等の研究に拠り簡潔に述べておく。 ノロサ研究者たちの成果に拠って，フェノロサの軌跡

を見てみよう．

〔３〕 ハーバード大学の大学院 〔３〕 明治11（1878）年，ハーバード大学の大学院

を出て間もない フェノロサ（1853～1908）が妻 を出て間もない26歳のフェノロサ は，妻

と共に来日したのは，明治11年であった。東京 のリジーとともに， 東京大

大学の政治学・理財学の教師として招かれたのである。 学の政治学・理財学の教師として日本にやって来た．

〔４〕 〔４〕大森貝塚の発見者，モースの斡旋によるもので

ある．

〔５〕 ボストンで美術学校にも通った 〔５〕 大学院修了後，ボストンの美術学校に通った

ことのあるフェノロサは来日早々，日本の伝統美術に こともあるフェノロサは 日本の伝統美術に

興味を示し，谷中辺り の骨董店で古美術品を買い集 興味を持ち，谷中あたりの骨董店で古美術品を買い集

めた。 他方， めた．その一方，明治10年代前半には，当時隆盛を誇
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洋画にも興味を示し，洋画界のリ っていた洋画にも興味を示し，洋画界のリーダーの一

ーダーの一人，高橋由一を訪い絵画について講演させ 人，高橋由一を訪い絵画について講演させてほしいと

てくれと依頼してもいる。 依頼する．

〔６〕 〔６〕ある時期まで，フェノロサは日本の洋画にも興

味を示していたのである．

〔７〕 しかし，次第に 伝統美術に傾倒し， 〔７〕 しかし，次第に狩野派などの伝統美術に傾倒

明治13年の夏休みには 卒業を目前にした天心を通訳 し，明治13年の夏休みには，先に述べたように天心を

として，狩野友信，住吉弘賢等 と共に京都 通訳とし，狩野友信，住吉弘賢といった画家たちと共

・奈良の古寺を訪れ，彼等に古画を模写させるほどに に奈良・京都の 寺を訪れ，彼等に古画を模写させるま

なる。さらに明治15年 ５月，龍池会に依頼さ でになる．さらに明治15（1882）年５月，龍池会に依

れ”伝統画復興一洋画排撃”に大きな弾みをつけるこ 頼され”伝統画復興一洋画排撃”に大きな弾みをつけ

とになった講演を行う７）。これを画策した のが天 ることになった講演を行う． これに一枚噛んでい

心であり，九鬼であった。そこで 中村 は，今泉 たのが天心であり，九鬼であった．したがって，中村

雄作の次のような回想を引用してフェノロサは文部官 は今泉雄作の次のような回想を引用して，フェノロ

僚たちの操り人形にすぎなかったとまで言うのである サは文部官僚たちの操り人形にすぎなかったとまで言

８）。 うのである28）．

〔８〕 ソレ〔文部省の美術戦略〕を知ってるのは， 〔８〕 ソレ〔文部省の美術戦略〕を知ってるのは，

浜尾（新）男爵，九鬼男爵，岡倉，ソレに私位なもの 浜尾 男爵，九鬼男爵，岡倉，ソレに私位なもの

ですよ。浜尾，九鬼両男爵がＬの方を働き，その下働 ですよ．浜尾，九鬼両男爵が上の方を働き，その下働

きを岡倉がし，その書記を私がして，ヤット日本に美 きを岡倉がし，その書記を私がして，ヤット日本に美

術学校も，博物館も，その他美術に関する色々などが， 術学校も，博物館も，…（中略）…

あるに至ったものです。…（中略）…。 あるに至ったものです．全く此の四人がやったもの

／外に一名，仏（ママ）人でフェノロサというのが です．／外に一名，仏（ママ）人でフェノロサという

ある。西洋人の口から日本美術を称賛さ・ぬと，日本 のがある．西洋人の口から日本美術を称賛さ・ぬと，

の大官達が美術のことに力を貸して呉れぬので，フェ 日本の大官達が美術のことに力を貸して呉れぬので，

ノロサに仕切りに日本美術を称賛さしたものです。フ フェノロサに仕切りに日本美術を称賛さしたものです．

ェノロサを抱き込んだのも岡倉の策です。 フェノロサを抱き込んだのも岡倉の策です29）．

〔９〕 〔９〕 文部省の高官である九鬼も浜尾も，そして天

心や今泉も龍池会の会員であった．

龍池会は伝統美術の復興運動に勢いをつけるために

フェノロサに講演を依頼したのであるから，

〔10〕 講演会場には福岡孝弟文部卿以下貴紳数十名 〔10〕 会場には福岡孝弟文部卿以下貴紳数十名

が招かれていた。フェノロサ は 油絵と が招かれていた．フェノロサの講演の内容は，油絵と

文人画 を芸術的価値の低いものときめつけ， 南画（文人画）を芸術的価値の低いものときめつけ，「日

「日本画」（狩野派などの伝統絵画）を称揚した。 本画」 を称揚するものであっ

た．

〔11〕フェノロサがこの演説を行った頃は文人画と洋 〔11〕

画が勢いを持ち，伝統絵画は両者に押されて苦しい状

況にあった。

〔12〕 フェノロサの演説は， 文人画 〔12〕 この演説を一つの契機にして文人画

の人気を凋落させ洋画派を追い込み， も 洋画も勢いを失い，洋画家たちは逼

伝統絵画復活の契機 塞を余儀なくされたのである．

となったのである。

〔13〕その後，フェノロサは狩野芳崖（1828～1888） 〔13〕

と出会い，彼に西洋絵の具の使用を勧めた。伊藤博文

を唸らせた芳崖の「仁王捉鬼図」（明治19年）は西洋絵

の具も使用して描かれたものである。

フェノロサは伝統絵画が「日本画」に変貌していく

道を，芳崖，天心等とともに拓いたのである。

だが，東京美術学校の教授となった橋本雅邦（1835

～1908）９）の下，横山大観下村観山，菱田春草など

が育って行くと，フェノロサもその他の「お雇い外国

人」と同じく明治政府によって切り捨てられていった

のであるl0）。
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〔14〕 〔14〕 以上を踏まえると，フェノロサに与えるべき

属性は，まず「外国人教師」ないしは「お雇い外国人」

でなくてはならない．単に「アメリカ人」としたので

は，フェノロサの活動と政府とのつながりを示唆でき

ない．フェノロサは自発的・自立的に動いていたつも

りかもしれないが，伝統美術に関心を持つ文部官僚た

ちがフェノロサの動きをある意味支えていたというこ

とを「外国人教師」というタームのなかに込めること

ができるのである．

以上，社会階層的属性について論じてきたが，フェ

ノロサが日本美術に興味を持ち高く評価した，という

「人格・外観的な属性」も示したい．つまり，フェノ

ロサには「人格・外観的な属性」と「社会階層的属性」

の二つを与えたいということである．後者を与える理

由は先に述べたとおりである．前者をとり入れる理由

は，子どもたちに自己の佃性や趣味を伸ばすことが時

には他国の人々にも影響を与えることになるというこ

とに気づかせ，自己の趣味の酒養と社会的影響につい

て深く考える契機としたいからである．

以上，述べたことを踏まえ，天心とフェノロサにつ

いての「描写記述」の一案を示そう．

伝統美術復興の動きにおいて先に目立ったのは天心

ではなくフェノロサであったから，フェノロサを中心

にして，次のようなものが考えられる：「日本の伝統美

術を高く評価した文部省の外国人教師フェノロサは，

教え子だった岡倉天心など文部官僚たちと力を合わせ

て」．

これによって，明治10年代，文部省美術行政の中核

に居た九鬼や浜尾，今泉の存在をも含ませることがで

きるのである．

Ｂから見て、〔２〕は、独自の記述である。Ｂから見て、〔１〕〔13〕は、大幅に、あるいはかなり言い

換えてるが基本的にＡを元としている記述である。Ｂから見て、〔３〕〔５〕〔７〕〔８〕〔10〕は、若干言

い換えてるがほぼＡを元としている記述である。Ａの〔４〕〔６〕〔９〕〔14〕は、Ｂに見えない記述であ

る。Ｂの〔11〕〔13〕は、Ａに見えない記述である。

全体的に見て、Ｂの記述は、Ａの記述を圧縮しているものの、増補して整えている箇所もある。ただ増

補のように見える〔11〕〔13〕の記述も、本来Ａの記述中にあったとしても違和感のない記述であり、増

補というよりも、両論文の元原稿の一部をなしていたものではないだろうか。

５．その他の記述における二論文の重複

上記の他にも、記事に重複する箇所がある。次のようである。

「授業書の開発：2018.3」（Ｂ） 「日本画関係記述：2017.12」（Ａ）

〔１〕５）補充説明（９分）： 〔１〕

明治政府は政治や経済，軍事だけでなく，芸術面でも

西洋諸国に負けない国にしたいということで，美術学

校や音楽学校を創ったり，博物館を創ったりしました。

〔２〕その中で，江戸時代までにあった伝統絵画の中 〔２〕また，絵画の領域では，フェノロサや岡倉天心

から新しく「日本画」と呼ばれるものが創られました。 の指導の下，わが国古来の絵画に西洋画の技法や素材

をとり入れて「日本画」が創られた２）．

〔３〕 〔３〕江戸時代にあったのは，狩野派や土佐派、四条

円山派などの絵画であり，「日本画」などという概念は

なかったのである．
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〔４〕でも，学校など施設や物を作ればいいというも 〔４〕

のではない。一番肝心なのは国民づくりです。国民の

目や耳を変えていかなくてはいけなかったのです。

〔５〕たとえば，西洋の音楽を聴いて「ああ，いいな 〔５〕 音楽の領域では，伊沢修二ら文部官僚によっ

あ」と思う耳，「自分も歌いたいなあ」と思う心を持っ て東西両洋の長所を取り入れた「国楽」の創出がめざ

た国民を創る必要がありました。なぜか。 された．そのために，「唱歌」という教科が小学校に置

かれた３）．なぜ政府が音楽にまで手を伸ばしたのか．

当時の多くの国民の音楽的感性が，依然として江戸時

代的なものであり，「文明国」にふさわしいものではな

かったからである．

〔６〕明治時代，二葉亭四迷（1864-1909）という知識 〔６〕たとえば，二葉亭四迷（1864-1909）の音楽的感

人がいました。言文一致体の小説『浮雲』を書いたこ 性について

とで日本の文学史に名前を残しています。ツルゲーネ

フなど当時のロシアの作家の小説をどの日本人よりも

早く読んだ人です。そんなすごい人なのですが，西洋

音楽が大嫌いでした。彼と友達だった内田魯庵が次の 内田魯庵は次の

ように書いています19）。 ように述懐している４）．

〔７〕 二葉亭は洋楽には一向趣味がなかった。折に 〔７〕 二葉亭は洋楽には一向趣味がなかった．折に

触れて洋楽に対する私の興味を語ると「洋楽はトッピ 触れて洋楽に対する私の興味を語ると「洋楽はトッピ

キビのピだ」と一言にけなしつけた。…（中略）…， キビのピだ」と一言にけなしつけた．…（中略）…．

桜井女学校（現在 二，三度音楽会へ誘ってみたが，「洋楽は真平御免だ！」

の女子学院）の講師をしていた時分，卒業式に招かれ と言って応じなかった．桜井女学校（現在の女子学院）

て臨席したが，中途にピアノの弾奏が初まったので不 の講師をしていた時分，卒業式に招かれて臨席したが，

快になって即時に退席したと日記に書いてある（※邦 中途にピアノの弾奏が初まったので不快になって即時

楽と西洋のクラシック音楽を聴かせ，感想を言わせる）。 に退席したと日記に書いてある．

〔８〕 〔８〕 ドストエフスキーを読み，京伝・馬琴風のそ

れとは全く異なる新しい文学観を持っていた二葉亭が

なぜ，洋楽を嫌ったのか．彼の音楽的感性が江戸時代

のものだったからである．

〔９〕二葉亭のお父さんもお母さんも三味線なんかを 〔９〕江戸詰の尾張藩士だった彼の父は，三味線 を

弾いて江戸時代の音楽を演奏したり歌ったりするよう 弾きながら端唄を口ずさむような粋人であり，母親も

な人たちでした。だから，彼の耳には西洋音楽は不快 尾張藩士の娘でありながら常磐津をよくした５）．二葉

に聞こえたのでしょうね。 亭の音楽的感性はこのような環境の下で培われたので

ある．

内田魯庵はさらに次のように言う６）．

江戸の御家人にはこういう芸欲や道楽があって，大

抵な不器用なものでも清元や常盤津の一くさり位は唄

ったもんだ．

〔10〕 明治時代はまだまだ二葉亭みたいな耳を持っ 〔10〕 明治政府はこうした旧来からの国民の音楽的

た人たちが多くて，政府から見ると「文明国」にふさ 感性を変え，音楽面においても西洋に負けない”国／

わしくない国民ばかりでした。この人たちを変えて， 国民”づくりをめざしたのである．

文明国の国民を創り出していく。これも政府の大きな

仕事でした。

〔11〕 〔11〕 また，わが国古来の「伝統」芸能として能に

新たな生命が与えられた．幕藩体制下，「御能」として

特別な地位にあった能は，明治維新により保護者を失

い衰退した．しかし，西洋諸国の宮廷では外国使節を

もてなすためにオペラがあることを知った岩倉具視や

久米邦武の尽力によって，「御能」は「（伝統ある）能

楽」として蘇ったのである７）．

Ｂの該当箇所に対して、拙評「｢非実証的歴史学｣を歴史教育に導き入れるのは誰か」
14
において、

ここで「たとえば西洋の音楽を聴いて「ああ、いいなあ」と思う耳、「自分も歌いたいなあ」と思う心を持った国
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民を創る必要がありました」と記し「なぜか」と問う。評者も何故か知りたい。しかしどういうわけか二葉亭四

迷の例を引いて「二葉亭みたいな耳を持った人たちが多」いからだという。それでは説明にならないだろう。こ

こに記されている史料は、飾りに過ぎない。示すなら「国民を創る必要」に関する史料を掲げるべきである。

と述べている。この箇所は、一読したときに非常に違和感を覚えた箇所で、改めてこうしてみると、「飾

りに過ぎない」と指摘したのは、妥当であったと思う。内田魯庵の述懐を中心とする二葉亭四迷の音楽に

関する話で、ＢはＡの文章を大幅に書き改めている。Ｂの「補充説明」というのは、「Ⅲ．授業書「明治

政府に学んで,国づくり！」の「授業書」の読み物の後の二つの「質問」の後に差し挟まれている（p.10）。

この二葉亭四迷に関する箇所は、Ａにおいては、「Ⅰ 問題の所在」（p.26）に掲げられているものである。

「Ⅰ 問題の所在」にあったものを大幅に変えて、「教授書」の「補充説明」に配したことによって、そ

の話自体は興味深くとも、全体の流れからは違和感のある記述となってしまったと見ることができよう。

５．吉田氏の他の論文における記述の重複

吉田氏の論文には、同様の技法を用いた論文が他にもある。また全体を点検したわけではなく、わから

ない点も多い。ここでは筆者がたまたま気付いたものを概略示しておく。「中学校社会科教科書（歴史的

分野）におけるアイヌ民族記述の変遷」（『教科書フォーラム:中研紀要』1、2003.4、以下「記述の変遷20

03.4」あるいはＣと略称する）と「中学校社会科歴史教科書に現れたアイヌ民族関係記述について―中近

世史記述に限定して―」（『北海道教育大学紀要（教育科学編）』55-1、2004.9、以下「記述―中近世2004.

9」あるいはＤ）の構成と記述である。

１）構成の比較： 次の通りである。

「記述の変遷2003.4」（Ｃ） 「記述―中近世2004.9」（Ｄ）

Ⅰ はじめに 第Ⅰ章 問題の所在

第1節 目的と方法

1．目的と件業仮説

2， 研究方法について

（1） 研究方法概

Ⅱ ジエラール・ジュネットの物語論と教科書分析へ （2）ジエラール・ジュネットの物語論について

の適用 第2節 先行研究について

1．概 観

2．個別の検討

（1）滝川裕治「中学校社会科（歴史）教科書における

北方史の記述」

（2）幡本将典「高等学校『日本史』教科書における近

世蝦夷地の記述について」

（3）スチュアート・ヘンリ，百瀬響「社会科教科書の

アイヌに関する記述」

（4）中村和之「高等学校『地理歴史科』教科書におけ

るアイヌ民族をめぐる記述について」

3．先行研究の分析視角の問題性

第3節 分析対象と本論の構成

Ⅲ 分析結果と考察

１「国民史物語」の員外から「紛争物語」の被害者へ

２ 狩猟採集民から「北方圏の交易者」へ

構成からみると、「ジエラール・ジュネットの物語論」の箇所が気に掛かる。実際には、もう一箇所、

Ｃの「Ⅰ はじめに」の部分に、Ｄの「第2節 先行研究について」との重複が見られる。

２）先行研究に関する箇所： Ｃでは、「紙幅の関係上、戦後の社会科関係教科書を分析対象とした滝川

と幡本の研究について簡単に触れ」ると記しており、簡略化されていることを暗に示している。比較する

と次のようになる。

「記述の変遷2003.4」（Ｃ） 「記述―中近世2004.9」（Ｄ）
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〔１〕 〔１〕（1）滝川裕治「中学校社会科（歴史）教科書に

おける北方史の記述」

歴史学の成果をどれだけ精確に反映しているかとい

う観点から書かれているのは，滝川裕治の「中学校社

会科（歴史）教科書における北方史の記述」である．

〔２〕 滝川の場合、北方史に関する教科 〔２〕 ここにおいて，滝川は，北方史に関する教科

書記述が最新の研究水準から見たときに正確なものか、 書記述を最新の研究水準から見たときに正確なものか．

分かりやすく誤解を生まないようなものたりえている わかりやすく誤解を生まないようなものたり得ている

かという 視点から分析されている。たとえば東 かという二つの視点から論じている． たとえば

京書籍の平成２年度本の記述は、次のように批評され 東京書籍の平成２年度本の記述は，次のように論評さ

ている。 れている．

松前藩から交易を請け負った商人がアイヌと交易を 松前藩から交易を請け負った商人がアイヌと交易を

行った結果、シャクシャインの戦いが起こったように 行った結果，シャクシャインの戦いが起こったように

記述されている。 記述されている．（しかし，シャクシャインの戦いは，

商場知行制の段階で，不等価交換を強いられたアイヌ

の憤感が爆発したものという位置づけが歴史学ではな

されているのだから，この記述は誤りである．）「やが

「やが て」ということばを使って時期を明示しない記述とと

て」ということばを使って時期を明示しない記述とと もに，この線の部分（やがて商人が，松前藩から交易

もに、この線の部分（やがて商人が、松前藩から交易 をうけおって進出し，わずかな米などで，大量のさけ

をうけおって進出し、わずかな米などで、大量のさけ やこんぶなどを交換させて，大きな利益をあげ，アイ

やこんぶなどを交換させて、大きな利益をあげ、アイ ヌの生活を圧迫した．）が何を意味するのか悩まされる

ヌの生活を圧迫した。）が何を意味するのか悩まされる わけである．これを一読した教師は「うけおった」と

わけである。これを一読した教師は「うけおった」と いう言葉だけで，場所請負制と判断してしまうことも

いう言葉だけで、場所請負制と判断してしまうことも 十分あり得るのである．

十分あり得るのである。 最新の学問の成果と照合 したとき，教

こうした最新の学問 成果に照らし合わせたとき、 科書記述がどれだけ精確なものかという視点からの検

教科書記述はどれだけ正確なものかという 点 討はもちろん重要なものである．

検 はもちろん重要なものである

〔３〕が、本論の目指すところではない。本論は、年 〔３〕しかし，歴史学の成果が正確に反映されている

度を追って教科書を見たとき、アイヌ民族像がどのよ かどうかという視点だけで見ていては，見えないもの

うに変遷しているかを明らかにしようとするものであ があるはずであり，本研究はそれを析出することを目

る。アイヌ民族に関する語りの移り変わりをその背後 的としている．

に見ようとしているのである。

「記述の変遷2003.4」（Ｃ） 「記述―中近世2004.9」（Ｄ）

〔１〕 〔１〕（2）幡本将典「高等学校『日本史』教科書にお

ける近世蝦夷地の記述について」

滝川が，歴史学の研究成果を精確に反映しているか

否かという観点から教科書記述の質を論じているのに

対して，

幡本の研究はこうした本論のアプローチにより近い。 幡本は，歴史学の新しい動向をどれだけ反映している

かという観点から教科書記述を検討し，評価しようと

している．

幡本 の目的が「近世蝦夷地についての記 幡本はその論文の目的を「近世蝦夷地についての記

述の何が変化し、何が変化しなかったのかを明らかに 述の何が変化し，何が変化しなかったのかを明らかす

すること」であり、それは「現代の歴史教育において ること」に設定し，教科書を分析した．

どのようなことが重視されているのかを知る一助」だ

というスタンスをとっているからである。

幡本が変化したこととしてあげたのは，「社会史，ネ

ットワーク諭，多文化主義」などの影響を受けて「一

国史をこえる視点」から近世蝦夷地がこれまでより詳

しくとりあげられるようになったということである．

〔２〕 幡本が変わらなかったこととして析出したの 〔２〕 他方，変わっていないこととしてあげ た

は、近世蝦夷地に関しては「松前藩の成立→商場知行 のは， 「松前藩の成立→商場知
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制→シャクシャインの蜂起の鎮圧→場所請負制→アイ 行制→シャクシャインの蜂起の鎮圧→場所請負制→ア

ヌ社会の崩壊」という シェー イヌ社会の崩壊」という近世蝦夷地に関する叙述シュ

マであり、 その シェーマを ーマであった．その叙述シューマは，昭和17年に刊行

された高倉新一郎の『アイヌ政策史』から引き継がれ

ているものであると幡本はみた．

生み出している「政策史」によるアイヌ民族の描写法

であった。「社会史、ネットワーク論、多文化主義」な

どの影響を受けて「一国史を超える視点」から近世蝦

夷地がこれまでより詳しく取り上げられるようになっ

たが、 平成9年度版の教科書記述に対する幡本の総

合評価は，「記述の内容そのものに目を向けると，必ず

「記述の内容そのものに目を向けると、必ず しも大きな変化はない」というものであった．

しも大きな変化はない」（幡本、p.305）。

〔３〕 アイヌ民族関係記述に限定し 〔３〕その理由として，アイヌ民族関係記述に限定し

て言えば、 それは「和人との関係のなかだけで」 ていえば，アイヌ民族は「和人との関係のなかだけで」

「政策の対象としてだけ」取り上げられるという旧態 「政策の対象としてだけ」とりあげられており，

然たるものであり、アイヌ民族は「受動的にしか描か 「受動的にしか描か

れない」という問題点が指摘され、 れ」ていないといったことがあげられている．

「『政策史』とは別の観 したがって，幡本の処方箋は，「『政策史』とは別の観

点」から「アイヌを歴史のなかで主体的にとらえ」（幡 点」から「アイヌを歴史のなかで主体的にとらえ」て，

本、p.305）る必要があるとされた。 それに見合った記述内容を作成すべしというものであ

った．

３）「ジエラール・ジュネットの物語論」に関する箇所： 一致する箇所と一致しない独自記述の箇所を

比べると、独自記述の箇所の方が多い印象を持つ。特に〔10〕〔12〕は、本当に必要な記述なのだろうか

という疑念を抱く。また〔13〕では、同じ様な内容なのに「相互依存物語」を「平和物語」としている。

「物語論」という手法は、その時々で別の物語になってしまうものなのだろうか。

「記述の変遷2003.4」（Ｃ） 「記述―中近世2004.9」（Ｄ）

〔１〕Ⅱジェラール・ジュネットの物語論と教科書分 〔１〕（2）ジエラール・ジュネットの物語論について

析への適用

歴史教科書の記述を分析するのに、なぜ物語論を適

用するのか。

〔２〕 〔２〕ジュネットは，「物語の境界9」のなかで物語を次のように定義し，虚構についての語り

ばかりでなく現実についての語りも「物語」であるとした。 物語とは，現実もしくは虚構の

ある出来事を，言語，より特定的には書かれた言語を手段として再現したもの（である．）

こうしたジュネットの言にしたがえば，教科書等の歴史教育叙述ばかりでなく，歴史学者の

通史的な叙述さえ，物語だということになる．

〔３〕 歴史 〔３〕歴史学者が通史を書こうとするときには，その

叙述も一定の視座・視点から行われるもの 叙述は一定の視座・視点から行わざるを得ないはずで

である以上、 あり，そうである以上，歴史叙述はジュネットの言う

物語であるという立場に立っているからであ 意味での物語としての性格を帯びざるを得ないからで

る。 ある．

〔４〕 歴史学者は過去にあったすべての事象を取り 〔４〕 歴史学者は過去にあったすべての事象を採り

上げているわけではなく、あくまで 歴史学者や学界 上げているわけではなく，あくまでも歴史学者や学会

が 意義があると考えている事象を取り上げ、一定の が有意義 とする 事象を取り上げ，一定の

作法に従って叙述をしている。 すなわち、歴史叙 作法にしたがって叙述をしている．すなわち，歴史叙

述とは過去の事実総体の羅列的な記述ではなく、何ら 述とは過去の事実総体の羅列的な記述ではなく，何ら

かの価値観によって選択され因果関係や相互連関によ かの価値観によって選択され因果関係や相互連関によ

って事象と事象とがつなげられ って事象と事象とが繋げられ，言葉によって再現され

た構成物＝ 物語なのである。 た構成物，すなわち，物語 である．

〔５〕 さて、ジュネットによれば、物語は描写の部 〔５〕 ジュネットによれば，物語は描写の部

分と叙述の部分とに分けることができる。描写とは事 分と叙述の部分とに分けることができる．描写とは事
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物や登場人物の再現 を指し、叙述とは行為や出来 物や登場人物の再現部分を指し，叙述とは行為や出来

事の再現 を指す。 事の再現部分を指す．

〔６〕 〔６〕 ジュネットを引用すると，以下のようである．

実のところあらゆる物語は，二種類の再現から成り立っている－ただしその両者は緊密にま

じりあい，その割合は非常に可変的であるが．それら二種類の再現のうち，一つは行為や出来

事の再現であり，それらの再現が厳密な意味での叙述narrationを構成している．他の一つとい

うのは，事物や登場人物の再現であって，それらの再現は，今日のいわゆる描写descriptionの

所産にほかならない．

〔７〕 これにより、描写を 〔７〕 これにより，描写を歴史叙述における人物や

属性付与の記述／説明部分、 国家，民族等に対する属性付与の記述・説明部分と解

叙述を他の登場人物 などとの相互作 し，叙述を他の登場人物・民族・国家などとの相互作

用についての記述部分と解する。 用についての記述部分と解することにする．

〔８〕 そこで、 アイヌ民族関係記述の総 〔８〕 本研究の場合には，アイヌ民族関係記述の総

体を、アイヌ民族と「本土民族」との物語とみなし、 体を，アイヌ民族と「本土民族」との物語とみなし，

そのうちの〈アイヌ民族が「本土民族」とどのような そのうちの アイヌ民族が「本土民族」とどのような

かかわりを持ち、そしてどうなっていったか、今また 関わりをもち，そしてどうなっていったか，今またど

どうしているか〉という部分を「叙述記述」と名づけ うしているか という部分を「叙述記述」と名づけるこ

る。 他方、〈アイヌ民族の暮らしはどんなであ とにする．他方，アイヌ民族のくらしはどんなであっ

ったか〉〈その文化はどのようなものであったか〉とい たか その文化はどのようなものであったか といっ

った属性についての記述・説明の部分を事物や登場人 た属性についての記述・説明の部分を事物や登場人物

物の再現部分とみなし、これを「描写記述」とする。 の再現部分とみなし，これを「描写記述」とする．

たとえば、 たとえば，道内の小学校社会科副読本においてしば

以下の記述は「描写記述」からなり、 しば見かける次のような記述は「描写記述」であり，

下位枠として四つのカテゴリーを含んでいることにな 下位項目として四つのカテゴリーを含んでいることに

る。 なる．

アイヌの人々は，和人が来る前から，魚や アイヌの人々は，和人が来る前から，魚や

先住民族 先住民族

けものをとって，みんなで 平和に くらし けものをとって，みんなで 平和に くらし

狩猟・採集経済 集住生活 平和の享受 狩猟・採集経済 集住生活 平和の享受

ていました． ていました．

〔９〕 ここでアイヌ民族に与えられた属性は、「先住 〔９〕 ここでアイヌ民族に与えられた属性は，「先住

民」「狩猟採集民」などである。 民」「狩猟採集民」などである．

〔10〕こうした属性は、集合的なアイデンティティとして戦略的に選び取られていることも 〔10〕

あるし、またそうでなくとも称揚ないし既価の機能を果たすことがある。このことについて、

以下もう少し詳しく述べておこう。次に掲げるアイヌ民族記述は、過去のアイヌ民族の暮ら

しを理想化して描写したものであり、アイヌ民族の集合的アイデンティティを称揚している

ものと見ることができる。

○和人がやってくる前は、アイヌの人々は豊かな自然の中でそれを上手に利用して、なかよ

く平和に暮らしていました。

これがなぜ理想化描写であり、アイヌ民族の集合的アイデンティティを称揚していること

になるのか。アイヌ文化研究者である知里真志保の言うところを見るとき、アイヌ民族は和

人との接触以前は「平和」状態の中だけで暮らしていたとすることはできない。知里は、ア

イヌ神謡の中の「人間の英雄を主人公とする、いわゆるユーカラ（英雄詩曲）を「大陸の方

から押しかけてきた渡来の異民族との戦」い、すなわち「民族の興亡を賭して戦った歴史的

な大事件を、後に回顧して、民族的な大叙情詩として歌い上げ、代々伝えて磨き上げてきた」

ものであると説明している。知里のこの指摘のすべてが、現在の学問水準から受け入れられ

るものか否か定かではない。しかし榎本守恵の次のような文章から判断すると、和人渡来以

前からアイヌ民族が外来民族と戦争をしていたことに関しては、知里の考えは歴史学者たち

に引き継がれている。

島内では擦文人とオホーツク人などと、いくらかの混血はあったかもしれません。しかし、

外来オホーツク人との闘争、鉄製品の移入や、移住してきた和人との直接の文化的接触など

がアイヌ自身の仲間意識を育て、それまでとはちがった独自のアイヌ文化をつくったのだ、

とも思われます。

〔11〕 〔11〕8「（アイヌ文化に先立って，7～12世紀頃の北海
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道に）存在していたとされるのはいわば川の民的な擦

文文化に対して，海獣猟を主とした狩猟民的なオホー

さらに、菊地勇夫の次の文章がある。 ツク文化であった．こうした二つの異質な文化の接触

・対立のなかで，

…（略）…擦文文化は、オホーツク文化を吸収しなが 擦文文化は オホーツク文化を吸収しなが

ら12～3 世紀ごろ終わり、新たな段階としてのアイ ら一二～一三世紀ごろ終わり，新たな段階としてのア

ヌ文化の形成期を迎えることになる。オホーツク文化 イヌ文化の形成期を迎えることになる．オホーツク文

のアイヌ文化への大きな遺産ないし貢献としては、ユ 化のアイヌ文化への大きな遺産ないし貢献としては，

ーカラと熊送り儀礼をあげることができる。 ユーカラとクマ送り儀礼をあげることができる．」（菊

地勇夫 1994 『アイヌ民族と日本人』朝日新聞社，57

頁；ただし，括弧内は引用者）．

〔12〕 ユーカラは少年英雄ポイヤウンペが活躍する、アイヌ民族の英雄叙事詩として知ら 〔12〕

れるものだが、そこではレプウンクル（沖の人）とヤウンクル（内陸の人）との戦いがモチ

ーフになっていた。レプウンクルは樺太・山丹・礼文など沖の方をさす傾向があるのに対し、

ヤウンクルは石狩・余市の地名のほか河川での生活・生産を窺わせるといわれ、この二つの

集団を和人とアイヌに比定する考えもあるが、榎森進が知里真志保の考えを発展させた、オ

ホーツク文化人と擦文文化人とに異民族接触を求める方が可能性が高いように思われる。

先に掲げた知里のユーカラ解釈は、昭和29年に出された『北方文化研究報告』第9輯に見ら

れるものであり、一般の目に触れやすいものではない。しかし、1978年から岩波文庫に加え

られた知里幸恵（真志保の姉）の『アイヌ神謡集』にも収められている。また、知里説を発

展させた榎森進の仕事、さらにそれを子ども向けに紹介している榎本守恵の仕事などはだれ

もが簡単に入手できるものであり、副読本執筆にあたっては参照されるべきものなのである。

それにもかかわらず和人が来る以前のアイヌの人々は「平和」に暮らしていたというよう

に、一面だけを取り上げて記述するのは、過去のアイヌ民族の暮らしぶりを理想化するため

のレトリックであるということになる。

また「豊かな自然の中で」という言い方も一面的で、過去のアイヌ民族の置かれていた環境

を理想化したものでしかない。雪の降らない地方に住む人々から見れば、北海道は冬の寒さ

の厳しいところである。現に門別町や静内町、鹿追町の副読本には、次のような記述が見ら

れるのである。

【門別町の場合】【静内町の場合】

このように、アイヌの人たちは、寒さの厳しい北海道で、長い間、みんなで力を合わせて、

くらしてきたのです。

「みんなで力を合わせ」て暮らしていたという文脈では北海道の寒さが強調され、和人到

来以前のアイヌ民族の生活のすばらしさをうたい上げるときには自然の豊かさが強調される。

つまり「豊かな自然の中で暮らしていた」という記述は、単に客観的な記述ではないのであ

る。それは、和人との接触以降アイヌ民族が被ってきた受難の歴史を読者に印象づけるため

のレトリックである。

以上要するに、「描写」という属性付与行為が必ずしも客観的になされるばかりではなく、

望ましい集合的表象を創出するためのアイデンティティ・ポリティクスでありうることに留

意すべきだということである。

〔13〕 さて、次に「叙述記述」について事例を挙げ 〔13〕 次に「叙述記述」について，敷衍し

ておこう。 ておこう．

「和人がやってきてから、アイヌの人々の暮らしは 「和人がやってきてから，アイヌの人々のくらしは

苦しいものになりました」というようなものは、両者 苦しいものになりました」というような記述は，両者

のやりとりが直接書かれているわけではないが、和人 のやりとりが直接善かれているものではないが，和人

の何らかの働きによってアイヌの人々の暮らしぶりに の何らかの活動によってアイヌの人々のくらしぶりに

影響が出たという記述であると解することができる。 影響が出たという記述であると解することができる．

したがって「叙述記述」とする。 したがって，「叙述記述」とする．

複数集団問の相互作用についての「叙述記述」の場 複数集団間の相互作用についての「叙述記述」の場

合、葛藤／紛争（加害一被害）、相互依存、相互協力と 合，葛藤・紛争（加害一被害），相互依存，相互協力と

いったストーリーが語られることになるだろう。和人 いったストーリーが語られることになるだろう．和人

とアイヌ民族との場合にも、これらのうちのどれかに とアイヌ民族との場合にも，これらのうちのどれかに

よってスートリーが語られていることが予想される。 よってストーリーが語られていることが予想される．

ストーリーを手短かに把捉するために、 ストーリーを手短かに把捉するために，両民族の間の

「紛争物語」、 紛争や戦争に関する叙述を「紛争物語」とし，相互依

「相互依存物語」などの 存や相互協力に関する叙述を「平和物語」と呼ぶこと

呼称を与えることにする。 にする．

〔14〕 〔14〕 叙述記述を大きく「紛争物語」と「平和物語」

に分けたあと，さらにそれぞれの物語を細分しよう．

細分した各物語の特徴を析出するために，歴史学の成
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1%E2%80%97%E7%AC%AC16%E5%8F%B7_08%E7%9F%A2%E9%87%8E%E8%A3%95%E5%AD%90%E2%91%A1.pdf、最終閲覧日：2023.09.1
2）は、先行研究を踏まえて、文系領域の研究不正の特徴を要領よくまとめている。特に松澤孝明氏の研究を踏まえて、
「「引用ミス」や参考文献の記載の抜け落ち」の発生しやすい構造に言及している。自己盗用／自己剽窃を支える構造
も同根とみられる。
2 「白楽の研究者倫理」2020.09.30改訂,2022.02.10更新、https://haklak.com/page_plagiarism.html、最終閲覧日
：2023.09.04。
3 「ターンイットイン」https://www.turnitin.com/ja/blog/what-is-the-impact-of-self-plagiarism-for-research
ers-jp、2021、最終閲覧日：2023.09.06。
4 前出の白楽氏は、論文不正に関する権威ある研究者である。氏の基本的な見解は「白楽は、自己盗用を「不誠実な
行為」とも思わない。新たな文章やデータを無駄に作る方がバカバカしいと思う。何度も言うが、研究論文は、小説な
どの文芸作品とは異なり、重要なのは発表する研究結果の中身である。文章はそれを適切に伝えるための道具であって、
オリジルかどうかはどうでもいい。芸術的な美しさはあっても良いが必須ではない」というものである。つまり自己盗
用／自己剽窃を論文不正とは見做さないという立場に立って論を展開する。しかし一方で「では、論文ではどうだろう。
研究者は、自分のデータ、図、表、文章、研究結果などを、引用せずに、あたかも自分が新たに書いた（新たに発見し
た）かのように、何度も何度も別の論文に記述し、発表してよいのだろうか？」と疑念を示して、「引用せずに、自分
の文章を別の出版物に自分の文章として再発表することは、研究倫理違反なのかどうか、日本では、ほとんど論じられ
ていない」としている。評者の見るところでは、白楽氏は基本的に理系の研究者であり、人文系領域の実態や問題点に
精通しているわけではないと思う。したがって、人文系領域については、独自に事例を積み重ねていく必要性があると
感じる。「日本では、ほとんど論じられていない」未知の領域ということになろう。なお衝撃的だったのは、三井隆弘
「教育学系学術論文にみられる多重投稿・自己盗用」（2021.11.29開催講演の短縮版、https://www.youtube.com/watc
h?v=Ghr1Pb9XoI4）で、教育学に関する領域では、特に細心の注意が必要とみられる。
5 「WORD VICE」https://blog.wordvice.jp/self-plagiarism-can-you-reuse-your-own-work/、2021.10.13、最終閲
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果やそれに大きな影響を与えたとされている高倉新一

郎の『アイヌ政策史』にみられる叙述シューマと比較

する．これについてはあとで詳述する．

Ｃにおいて、検討している先行研究は２篇。Ｄでは４篇検討している。「ジエラール・ジュネットの物

語論」に関する箇所では、重複率は低いものの本当に必要なのか怪しい記述で水増ししているようにも感

じる。もっとも問題なのは、Ｄは細かく註記しておきながら、肝心のＣについて註記していない。相互の

関係も不明で、なぜ「相互依存物語」と呼んでいたものを「平和物語」と呼ぶことになったのか、不明で

ある。

おわりに

評者は、二篇の論文をやや大きめの論文をサラミ・スライシングしたものと見る。一番の問題点は、両

論文の関係を明示せず、同時期に投稿・入稿している点で、読者に不親切である。全国社会科教育学会の

編集者・査読者がこのことをどの程度把握していたかは明らかではない。しかし知っていたのなら、ある

いは知った時点で、何らかの処置を施したと思う 15。

二篇の論文は、サラミ・スライシングする過程で、やや複雑な操作をしており、一部でテキスト・リサ

イクリングの技法を用いて、増補している。テキスト・リサイクリングに際して、「モザイク自己盗用」「曖

昧自己盗用」「要約自己盗用」とでもいうべき多様な技法を駆使しているとみる。一つ一つは、許容範囲

に収まるものであるのかもしれない。しかし評者は違和感を感じる。明確な問題点としては、やはり註記

のない点を問題として指摘するべきであろう。

評者は、論文にわかりやすさを求めるのは筋違いとみる。しかしわざわざわかりづらくするのは問題が

あろう。吉田論文のわかりづらさは、論文作成技法上の問題だけに由来するものではないが、文系の場合、

サラミ・スライシングやテキスト・リサイクリングに手を染めると、わかりづらい論述になることの一端

を示している。

現在、研究不正に関する認識は一定程度深まっていると思う。しかし一方で技法も深化しているのでは

ないだろうか。自己盗用／自己剽窃については、許容すべき範囲と、許容してはいけない範囲が明確では

なく、研究不正とまでは言い難い点があるようである。しかし問題点はきちんと指摘するべきであり、目

をつむることは、学界・学会・研究者の資質を問われることとなろう。



6 拙稿「違和感の一端をさぐる―吉田正生｢｢社会構成主義｣による社会科歴史授業の開発(Ⅱ)―「アイヌ－和人交流
史」を教材にして―｣｢同(Ⅲ)｣の旧稿を踏まえた記述―」（本誌掲載）
7 拙稿「｢非実証的歴史学｣を歴史教育に導き入れるのは誰か―近年の歴史教育研究の成果を中心とする批評的考察
―」（『教育社会史史料研究』14、2018.12、https://researchmap.jp/kouno-masahiro/misc/14570906）「Ⅲ．仮想世界
利用の歴史教育を許容すべきか―吉田正生「授業書「明治政府の国づくり・国民づくり」の開発―美術・音楽政策を組
み込んで―」に対する危惧―」。
8 この二篇の内、一篇は審査のある学術雑誌であり、もう一篇は学内紀要だという点は注目点と考える。「研究公正ポ
ータルサイト」取材レポート「研究公正シンポジウム「各研究分野から研究公正の課題を考える」」（https://www.jst.
go.jp/kousei_p/eventreport/er_originreport/20211126SYMP_2021.html、最終閲覧日：2023.09.11）の井野瀬久美惠
氏の講演において、「無自覚の盗用の多い原因」として「また近年、人文社会科学系では「自己盗用」が指摘されるこ
とが多くなっていますが、これは人文社会科学系における『紀要論文』の位置づけが原因の一つだと考えられます。人
文社会科学系の紀要論文は、後日一冊にまとめるための試行錯誤の場でもあり、引用のしかた一つとっても脇が甘い可
能性は否めません。それが、現在、紀要論文のデジタル化が進み、公開されたことで不正が発覚するケースや、より広
い読者を持つ学術誌に掲載されることで紀要論文の自己盗用が問題視されるケースが増えています」と述べている。こ
の指摘は、今回のケースにも当てはまるとみる。
9 一つの論文ならば（Ⅰ）（Ⅱ）あるいは（上）（下）に分割することも可能である。吉田氏はいくつかの論文でそう
した分割の手法を採用している。審査系の雑誌では、そういう分割の仕方を許容しない場合が多いことが背景にあると
考えられる。
10 全国社会科教育学会も文教大学教育学部も、規定を見る限りでは、自己盗用／自己剽窃を研究不正と見做してはい
ないようである。研究不正と見做すのは、二重投稿という枠組みということになるが、吉田氏の二論文は、二重投稿と
は言い難いと思う。ただし自己盗用／自己剽窃の観点から、この二篇を読み比べていれば、コメント無しに採用するこ
とはないのではないか。
11 なお推測するに、Ａ論文において、佐藤道信『〈日本美術〉誕生』について記していないのは、頁の成約から除外
されたのではないだろうか。
12 理解に苦しむのは、一方で、Ａ論文において示した「教科書記述」は「授業書」の「代案」であって、「実現可能
性がない」ものであるという。このときすでに「授業書の開発：2018.3」ができているのであるから、「代案」の「教
科書記述」は必要のないものということになるのではなだろうか。
13 ただし「国民国家」だとして、蕉門の「風雅の共同体」云々の話と整合するものか、評者には疑問である。
14 前掲註７拙稿p.29。
15 長年、学術誌の編集に携わってきた感覚でいうと、初めからわかっていれば、不掲載とする。途中でわかって、掲
載せざるをえない場合には、註を附すように指示すると思う。最低限「附記」するように指示すると思う。問題は、後
からわかった場合であろう。
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